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横浜市たかたコミュニティハウスが４月１日にオープンします！生涯学習や地域
活動等、皆さまの居場所として気軽にご利用ください。

お知らせ たかたコミュニティハウスが
オープンします！

月～土曜　　9時～ 21時
日曜·祝休日  9時～ 17時

開館
時間

会議室の利用には、団体登録と予約申込みが必要です。　
※予約開始日はウェブサイト等で案内予定です。

利用
方法

ロビー、交流スペース(学習コーナー等）、プレイルーム、授乳スペース、
会議室（３部屋・1部屋としても利用可）

施設
概要

第4月曜、年末年始休館日

高田東3-5-17住所
高田駅(市営地下鉄)より徒歩５分アクセス

施設外観 交流スペース

港北消防団員募集！
あなたのチカラを消防団に

　港北消防団では、一緒に活動する仲間を募集しています！大地震や自然災害
等から、あなたの大切な家族や地域を守るため、一緒に活動してみませんか。
無理のない範囲でそれぞれのライフスタイルに合わせた活動ができます。
　一緒に港北区の安全･安心を守っていきましょう！

港北消防署消防団係 045-546-0119・

横浜市消防局マスコットキャラクター 
ハマくん

夏季訓練会の様子 イベント会場での広報活動の様子

募集

引っ越しや就職、退職に伴う手続 3月と4月は区役所窓口が
大変混雑します

住所や健康保険が変更になったときは、小児医療証・重度障害者医療
証・福祉医療証の変更手続が必要です。

お知らせ

※マイナンバーカードを使えばオンラインで手続可能です。
※就職等で勤務先の厚生年金等に加入するときは、勤務先で手続してください。
　区役所での国民年金の手続は不要です。

※退職の場合、勤務先の健康保険を継続する任意継続制度もあります。勤務
　先で加入していた健康保険組合に確認してください。

国民年金係 045-540-2346 　 045-540-2355

給付担当 045-540-2351 　 045-540-2355

保険係 045-540-2349 　 045-540-2355

手続が必要な場合 必要な物

退職等で、国民年金に加入
するとき

手続が必要な場合 必要な物

就職等で、勤務先の健康
保険に加入したとき

退職等で、国民健康保険
に加入するとき

・健康保険の資格喪失証明書
・本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・ 
 パスポート等)
・通帳かキャッシュカード
・銀行印

・勤務先で加入した保険証か健康保険資格取得
 証明書等保険加入日等が分かる書類
・国民健康保険証等（被扶養者分含む）

・退職日の分かる書類(退職証明書や離職票等)
・年金手帳か基礎年金番号通知書

■国民年金の手続

■医療費助成等の手続

■国民健康保険の手続

2階25番窓口

2階26番窓口

2階27番窓口

まずは「引越し手続ナビ」で必要な手続を簡単診断！
　「引越し手続ナビ」では、必要な手続を簡単なチェック
項目で診断できます。条件次第ではオンラインや郵送で
手続が完結します。
　区役所へ行く前に、まずは必要な手続の確認を！

※国外からの転入、国外への転出も手続が必要です。

・本人確認書類(運転免許証･パスポート･在留カード等)　 ・マイナンバーカード(持っている場合のみ)
・住民基本台帳カード(持っている場合のみ)　　　　　　 ・委任状(本人以外による届出の場合のみ)
・転出証明書(マイナンバーカードで手続をしていない、市外からの転入の場合のみ)

登録担当 045-540-2254 　 045-540-2260

届出期間

転出
市外へ

市外から

市内の他区へ

引っ越し日の
前後14日以内

引っ越し日から
14日以内
※引っ越し前は
　届出不可

転出届を提出して「転出証明書」を受け
取る(新住所地で転入届の提出が必要)

転入届を提出（転出手続済のマイナンバーカードか、
転出証明書の原本を持参）
転入届を提出(旧住所地での手続は不要)
転居届を提出

港北区役所での手続は不要 (新住所地で転入届の提出が必要)

郵送・オンラインでの手続の詳細はこちら

市内の他区から
区内での引っ越し

転入

区内転居

手続

■住所異動(引っ越し)の手続

◆手続に必要な物手続に必要な物

2階21番窓口

web発券サイトは
こちら

郵送・オンライン等で
行える手続はこちら

窓口混雑状況は
こちら

ウェブ

お知らせ
港北区総合庁舎駐車場の料金が変わります

045-671-2086 　 045-664-5295市民局地域施設課　 045-540-2208 　 045-540-2209／ 区役所予算調整係　

※区役所に手続や相談等で来庁した人は、これまでどおり一定時間無料で利用できます。

4月からの利用料金4月からの利用料金4月からの利用料金

土・日曜、祝休日 当日最大1,200円（24時切替え）

22時～ 8時 60分　100円

8時～ 22時 30分　200円4月から港北区総合庁舎駐車場の指定管理者が、日本パーキング㈱から
タイムズ24㈱連合体へ変更となります。これに伴い、駐車場の利用料金
が変更となります。

1．満18歳以上の人(性別・国籍不問)
2．区内在住・在勤・在学の人
※消防団に入団すると、活動等に応じて年額報酬や活動報酬が支給されます。

入団条件
港北消防団
入団申請はこちら

詳細は
こちら

区民施設担当　 045-540-2242　　045-540-2245



ー 以下は広告スペースです。「広報よこはま」に掲載されている内容とは関係ありません。 ー
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健康に関する相談等の日程
＊詳細は、各家庭に配布している「保存版 福祉保健センターからのお知らせ」もご覧ください。

乳幼児(未就学児)・妊産婦(産後1年未満)歯科相談
　　　　　　　　　 区ウェブサイト(受付中)

歯科健診や相談、歯みがきのアドバイス、区役所
3月19日(水) 乳幼児:13時15分～14時30分受付　妊産婦:14時30分受付

生活習慣改善相談　　電話(受付中) 
生活習慣病(高血圧･脂質異常･糖尿病等)と禁煙に関する個別相談、40分、区役所
3月17日(月)9時～、10時～、11時～、13時30分～、14時30分～
子どもの食事相談　　電話(受付中)
子どもの食事(離乳食を食べない、小食、偏食等)に関する個別相談、40分、区役所
3月12日･19日(水)、24日(月)、4月2日(水)13時30分～、14時30分～、15時30分～

7～8か月児の離乳食教室
　　　　　　  　　　区ウェブサイト(3月15日～ ) 

離乳食が2回食になった7～8か月児、離乳食の進め方や作り方の話と離乳
食の試食、75分程度、区役所、離乳食手帳(持っていない人は当日配布)と
子ども用スプーン持参
4月21日(月)　10時15分～

045-540-2340 　 045-540-3026・こども家庭係

045-540-2362 　 045-540-2368・健康づくり係

港北区 歯科相談

港北区 離乳食教室

　区内では、たばこやコンロ、放火による
火災が多く発生しています。
　この機会に改めて、火の取り扱い等、
火災予防について考えてみましょう。

春の火災予防運動
お知らせ

第５回防火ポスターコンクール 
最優秀賞 本多 由芽さん(師岡小学校５年生）

港北消防署総務･予防課 045-546-0119・

火曜 10時～12時
※雨天中止活動日

屋上緑化グリーンサポーター募集

企画調整係　　045-540-2229　　045-540-2227

詳細はこちら

区役所４階の屋上庭園で、花壇の手入れや
木の剪定等をするボランティアを募集
します。仲間と花談義をしながら、活動して
みませんか。気軽に見学に来てください。

せんてい

グリーンサポーターのみなさん

募集

●電気機器やバッテリー
  は変形・異常があった   
  ら使用しない

●寝たばこはしない
●灰皿は満杯にしない

●調理中はコンロの
  そばを離れない

小型家電製品は、燃やすごみとして
集積場所に出す以外に、小型家電
回収ボックスでも回収しているよ！

　区役所４階エレベーター前、
資源循環局港北事務所等の回収ボックス 等
※利用時間は各施設等の開館・開店時間中に限ります。
※その他設置場所は市ウェブサイトで確認してください。

お知らせ
小型家電製品は回収ボックスへ

横浜市資源循環局
マスコット イーオ

横浜市資源循環局
マスコット ミーオ

回収場所

回収製品例

バッテリーの取り外せないもの

●投入口（30cm×15cm）に入る、長さ30cm未満の製品のみ

設置場所
一覧はこちら

●袋等に入れず、そのまま投入
●電池類や電球・蛍光灯は抜き取る
●個人情報は消去してから投入
●認定事業者による宅配回収･店頭回収も実施しています

※取り外し可能な小型充電式電池(バッテリー )は、
　「小型充電式電池リサイクルボックス」に出してください。
※膨張・破損したものについては、資源循環局港北事務所に
　相談してください。

詳細は
こちら

詳細は
こちら

どうやって出すの？

資源の有効活用にご協力をお願いします！

045-540-2244 　 045-540-2245区役所資源化推進担当　
045-541-1220 　 045-541-1224資源循環局港北事務所

歯つらつ歯みがき教室
　　　　　　  区ウェブサイト(3月17日～ ) 

親子でむし歯予防の話や歯みがき実習、むし歯菌チェック、区役所
歯みがきをこれから開始する子向け：4月16日(水) 9 時30分～、13時30分～
歯みがきをすでに開始した子※向け：4月16日(水)10 時30分～、13時30分～
※1歳前後の子が対象です。

港北区 歯つらつ

●ごみは決められた
  時間や場所に出す

ほんだ  　ゆ め

スマートフォン

携帯電話 ゲーム機パソコンデジタルカメラ電話機

シェーバー ハンディファン 電子タバコ 掃除機 ロボット掃除機

小型充電式電池
リサイクルボックス

『守りたい 未来があるから 火の用心』
(2024年度全国統一防火標語）

※一度投入したものは返却できません。


